市からのお知らせ


▼集団資料の確認報告について
　ホームページ上に資料を掲載することにより集団指導を実施していますが、確実に資料の確認をしていただくため、下記URLからアクセスし、確認報告をお願いします。
　報告期限：令和8年４月３０日（火）
URL：https://logoform.jp/form/eByq/81978

▼令和8年度報酬改定について
　処遇改善加算と施設の食費の基準額について改定があります。処遇改善加算は要件を確認していただき、計画及び報告書の提出をお願いします。
≪処遇改善加算提出期限≫
・令和8年度計画…令和8年4月15日
・令和8年度計画（新規）…令和8年6月15日
・令和7年度実績…令和8年7月31日

▼電子申請届出システムについて
　電子化の取り組みとして、地域密着型事業所からの指定の申請や変更の届出等は原則オンラインで行うこととなりました。備前市でも令和7年度から電子申請届出システムを通して申請を受け付けています。
　なお、システムの都合上、添付ファイルの数が限られているため、添付できなかった書類はメールや提出フォーム（https://logoform.jp/form/eByq/95604）等でのご提出をお願いします。また、従来通り、郵送や持参での受付も行っております。

▼地域密着型サービスの利用条件について
　地域密着型サービスは住み慣れた地域での生活を支えるためのサービスであることから、原則として備前市の被保険者のみが利用することができます。この度、地域密着型サービスの利用の適正化を図るため、市外転入者のサービス利用について一定の条件を付すこととしました。詳細については別紙をご参照ください。この規定は令和8年4月1日から有効となります。

▼介護情報基盤について
　介護情報をクラウド上に一元化することで、介護保険事業の効率化を図るものです。介護保険事業所にとっては、被保険者の介護度や認定調査の記録、主治医意見書、ケアプラン、福祉用具購入の履歴などがオンラインで確認できるようになります。
　備前市では導入に向けて準備中であり、令和9年度中の情報提供開始を目指しています。

▼要介護認定申請書について
　介護情報基盤に被保険者の個人情報を提供することとなるため、介護保険認定申請時に情報提供にあたっての同意が必須となりました。令和8年4月1日から新しい様式となりますので、必ず新様式での申請をお願いします。また、同意を得たことがわかるように署名をお願いします。
※介護情報基盤に関する同意がない場合は受付できません。

▼高齢者虐待・苦情関係
　今年度、高齢者虐待疑いの案件や介護職員の態度についての苦情が複数件寄せられました。特に「不適切な態度」に関するものが多く、職員が意図していなくても利用者や家族に不快感を与えることがあります。今一度、各事業所において接遇の見直しをお願いします。

▼事故状況について
　今年度、コロナ以外での死亡事故が3件報告されました。死因はすべて「誤嚥・窒息」です。嚥下機能低下がみられる利用者だけでなく、自己摂取ができるレベルの利用者でも事故が起きています。誤嚥窒息は早期発見、早期処置により死亡リスクを低下させることができる事故ですので、各事業所は発生予防や発生時の対応について周知徹底をお願いします。

▼不正請求について
　県内で不正請求事案が発生しています。各事業所においては、指定基準を遵守していただき、適正な給付管理をお願いします。誤った請求に気づいたときは、早急に給付実績の取り下げをお願いします。

▼要介護区分変更申請について
　「本人が入院した」ことや「主治医から勧められた」ことのみをもって、区分変更申請をするケースがみられる。要介護状態とは原則として「現在の状態が今後6か月以上にわたって継続するとみられる」状態です。短期間で状態が改善する可能性があるかどうか、十分にアセスメントを行ったうえで区分変更を検討してください。なお、ガン末期や終末期など特別な事情がある場合はこの限りではありません。
　また、本人の介護状態が大きく変わっているとみられるのに、家族の意向のみをもって意図的に介護度を高い（低い）ままにして、必要以上のサービスを受ける又は低い単価でサービスを受けるという事例が報告されています。（更新時期が近い、サービス費に影響しない等であれば問題ありません）
　適切な区分変更申請にご協力お願いします。

▼（特養・GH）協力医療機関の届出について
　施設での医療体制を確保するため、協力医療機関を定めていただいているところですが、協力状況を確認するため、毎年の報告が必要となります。報告期限は令和8年3月31日となっています。ご提出がまだの事業所はお願いいたします。
　医療機関との契約が自動更新となっている場合は、契約書の日付が今年度でなくても構いません。

▼（通所系）総合事業について
　総合事業のガイドラインが改定されました。従来相当のサービスを利用できる利用者は「進行性疾患や状態が安定しない者」と定められました。この状態像に当てはまらない者は、従前相当以外のサービスを利用することになります。
　備前市の総合事業について、通所A型（いきいきはつらつ教室）が令和7年度で終了になるため、従前相当以外の通所サービスは通所C型（筋力アップチャレンジ）のみとなります。

▼（居宅）施設入所にあたっての主治医の意見
　利用者が介護保険施設への入所を希望した場合、施設ごとの医療体制が異なることから、あらかじめ主治医の意見を参考にするなどしてから、施設への紹介や情報提供を行うとされています。
　この度、医師より、事前の相談がないまま入所後に情報提供の依頼があった、との報告がありましたので、各居宅介護支援事業所においては適宜主治医とのコミュニケーションをとっていただくよう、お願いいたします。
